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平成21年度(9月1日以降適用) 積算基準〔４ 下水道〕 正誤表

誤 正

（調査方法）

２ 建物調査は、１棟ごとに行うものとする。

第６条 調査は建築士法第５条第１項により登録された、建築士又は土地家屋調査士法第６条により登録され
た、土地家屋調査士が主任者として担当し、補助者には経験のある者をあてなければならない。

３ 調査時に可能な限り関係者の立ち会いを求めるとともに、所有者に調査結果の確認を求めておかなけ
ればならない。


